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申告してね
償却資産‼

令和６年度

申告書提出期限　令和６年１月３１日（水）申告書提出期限　令和６年１月３１日（水）

　平素より、本市税務行政にご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
　さて、固定資産税は、土地・家屋の他に、償却資産（事業用資産）についても課税の対象
となります。償却資産は申告制度が取られており（地方税法第３８３条）、毎年 1 月 1 日現在
における償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。
　つきましては、令和 6 年１月１日現在の償却資産の所有状況について申告書を作成し、
期限までに提出していただきますようお願いいたします。

※提出前に、P16「申告する際のチェックポイント」をご確認ください。※提出前に、P16「申告する際のチェックポイント」をご確認ください。

◎郵送で申告することもできます。申告書の提出先は裏表紙をご確認ください。
　なお、控えの返送を希望される方は、控え用の申告書（記入した申告書をコピーしたもの）
と切手を貼った返信用封筒（返送先記入）を同封してください（同封物がない場合は、控え
用の申告書を返送することができませんので、あらかじめご了承ください）。
◎e L T A X による申告もできます。（Ｐ２参照）

期限間近になりますと、窓口が大変混雑しますので、１月１８日（木）までの提出にご協力
をお願いいたします。
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申告書中の「18備考（添付書類
等）の「3.該当資産なし」を◯で
囲んでください

申告書の「18備考（添付書類等）
の「2.資産増減なし」を◯で囲ん
でください
申告書の「18備考（添付書類等）
の「4.廃業等」を◯で囲み、日付
を記入してください

種類別明細書（全資産用）を添付

償却資産を所有されていない場合は、「3. 該当資産なし」を◯で囲んで申告書を提出してください。

　工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸付けなど、事業を行っている会社や個人の方で、その事
業に用いることができる土地及び家屋以外の事業用資産（償却資産）をお持ちの方は、地方税法第
383条の規定により毎年 1月 1日現在の所有状況を申告していただく必要があります。
　また、廃業・解散・転出等した方や、事業用の償却資産を所有していない方も、申告書「18　備考」
に必要な事項を記入して必ず申告してください。
（13 ～ 15ページの申告書・明細書の記入方法をご覧ください。）

廃業・解散・転出等

◯申告書に取得価格、評価額、決定価格、課税標準額を記載し、全資産の明細を添付してください。
◯「増減なし」の場合でも、償却資産申告書の計算内容を確認するため種類別明細書（全資産用）を必ず
　添付して申告してください。　
◯電算申告から一般の申告へ切り換える場合は、申告書「18　備考」にその旨を記載し全資産を申告
　してください。
◯前年中に増加及び減少した資産の明細書も、資産の種類ごとに区分して添付をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年 1月 2日から令和 6年 1月１日までの増加資産、
減少資産を申告してください。前年申告された方には、償却資産種類別明細書（資料用）を同封して
います。申告書作成の資料として活用してください。
前年中の資産の増加、減少がない場合は、申告書「18　備考」の「2. 資産増減なし」を◯で囲んで申
告書を提出してください。

令和 6年１月１日現在の全資産を申告してください。



R４．８．１
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　また、鉱業権・特許権・電話加入権などの無形減価償却資産、自動車税の課税対象となっている自動車、
または軽自動車税の課税対象となっている軽自動車等は課税対象とはなりません。

地方税共同機構

（月～金・土日・祝日・年末年始を除く）

https://www.eltax.lta.go.jp

解散、事業所閉鎖の場合でも、申告書「18　備考」の４. を◯で囲み、廃業等の日付を記入して
申告書を提出してください。

令和５年度、免税（課税標準額 150万円未満）の場合や令和 6年度免税になると思われる場合
でも、申告は必要です。

正当な理由なくして申告しなかった方は、入間市税条例第75条の規定により、10万円以下の過料
が科せられれる場合があります。また、虚偽の申告をした場合には、地方税法第385条の規定により
1年以下の懲役または 50万円以下の罰金に処される場合があります。
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令和 6年１月１日現在、事業の用に供することができる資産で、次のいずれかに該当するもの。
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消火器
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　地方税法第353条及び第408条の規定に基づいて実地調査を行うことがありますので、その
際はご協力をお願いいたします。
　また、地方税法第354条の２の規定に基づき、所得税又は法人税に関する書類について閲覧
を行うことがありますので、ご了解のほど、お願いいたします。
　なお、調査に伴い、修正申告をお願いすることがありますが、その場合の課税は、資産の取
得年月に応じて遡及することになりますので、ご承知おきください。

　非課税資産を新たに取得された方は、非課税申請書と資産の概要書、資料、カタログ（資産
の内容を解説したもの）を提出してください。
※詳しくは地方税法第348条及び同法附則第14条をご覧ください。
　また、非課税申請書が必要な方はご連絡ください。
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３４９条の３
の２９項

家庭的保育事業等の用に
供する家屋及び償却資産
（事業所内保育事業）

平成３０年度以降
期限
なし

１/２

附則第１５条
再生可能エネルギー発電設備
（太陽光発電設備：千 kw 未満）

３年度分 ２/３

　地方税法第349条の３及び同法附則第15条各項等に該当する資産は、課税標準の特例が適用され
固定資産税が軽減されます。
　特例資産を新たに取得された方は、固定資産税（償却資産）特例申告書とその資産についての仕様
書や図面、公的機関の申請書及び認定書の写しなどを提出してください。
　※固定資産税（償却資産）特例申告書は、入間市のホームページからダウンロードできます。

※特例の適用になるものは、各項目のうち政令又は総務省令で定められたものに限ります。
※特例の適用は、毎年の税制改正によって新設、廃止、縮減・拡張されますので、ご注意ください。
※令和５年 4 月 1 日以降に取得した償却資産で、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備導入計画」の認定
　による課税標準の特例に該当するものについては、QR コードを読み取るか、入間市公式ホームページの
　 「課税標準の特例が適用される資産」をご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準
　の特例（旧附則第６４条）に該当する資産については、次の表の期間に取得したものが軽減の対象となります。

①令和２年４月３０日
～

令和５年３月３１日
②平成３０年６月６日

～
令和５年３月３１日

３年度分 零

令和２年４月 1日
～

令和６年３月３１日

旧附則
第６４条

中小企業等経営強化法に基
づく先端設備等導入計画に
従って取得した①事業用家
屋・構築物　②機械装置等
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短縮耐用年数　　　所轄国税局長から、短縮耐用年数の承認を受けた場合は、国税局長の「承認
　　　　　　　　　通知書」の写しを提出してください。
増 加 償 却　　　所轄税務署長に提出した「増加償却の届出書」の写しを提出してください。
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申告いただいた償却資産について、取得価額、取得年月、耐用年数に基づき評価計算を

市では、申告年度の償却資産の変更の有無等について、申告等をもとに確認しますので、

申告をお願いします。申告書の「18備考（添付書類等）」の「2. 増減なし」を◯で囲んで

提出してください。
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